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ベ晩期刈取りをもたらした。

稲の乾燥期間には，16日間～36日間までの開きがあ

り，全体としては，早生～長期間竜換，中・晩生～短

期間乾燥の傾向にあり，1・0加以下層の短期間，1・0～

1．5如層の中期間，1．5九α以上層の長期間竜操の傾向に

ある。

2　共同作業に基づく技術の変化と階層性

まず田植の共同作業についてみれば，机　田植順序が

品種別でなく，農家別なので，苗代日数に階層間差を出

している。回　4つの小班に分れて作業するので，班別

苗代日数にも差が出ている。田植労力の調整については

1．0ゐα以下層が160人を供給し，相対的に労力の少ない

両者の1．5ゐα以上層がこれを受けているbただし両者の

調整に用いられた労力は婦人労働を主体にしている。

共同防除作業を2化メイ虫と，首いもち病について検

討すれば，2化メイ虫は田植後20～25日に発生するが，

防除作業は田植の遅速に関係なく短期間に終了する。し

たがって第6表のように適期をはずすものが面項にして

12．6％となっている。首いもち病の防除でも熟期と無関

係に作業を進めた結果，早生比率の高い下層の防除効果

を低めたものと思われる。これは品種が土佐に応じた横

に分布し，他方農道はこれを断ち切るように縦に貫いて

おり，大型防除機（農協有）が羨道に沿って動いたため

である。

第6表　2化メイ虫の時期別防除面積

以上を要約すれば，1．0烏α以下層は田植，防除作業に

おいて労力を提供しているが，栽培技術の変化が少なく，

収量水準には殆んと影響を受けていない。1．0～1．5九α

層は労力に需給なく，栽培技術水準が高まるように変化

している。1．5血才以上層は，多量の労力を受け，かつ収

量水準も高まるように変化して有利であるが，刈坂期に

おける労力不足は集団栽培では解決できない悩みをもっ

ている。さらに，全体として田植の班別編成，品種配置

の基準の再検討等解決されるべき問題が多い。

4　む　　す　　び

アソケートによれは本県の集団栽培は発足当初から協

定内容が相当高い水準のものとなっているが，これはさ

らに検討を要する。集団技術の階層性はかなり顕著であ

り，階層分解の緩慢な本県の集団栽培を特色づける要因

になるのではなかろうか。

水稲単作経営の共同化と経営的課題

－青森県上北町栄沼部落の事例を中心にして－

佐　々　木　　勝　　莫

（青森県鳥試）

1ま　え　か　き

水田単作地帯における個別経営の展開には収益的に限

度がある。加えて最近は農業労働力の不足と所得の他産

業間格差の拡大傾向が問題となっている。したがって農

家においてもこれに対処する経営方法が必要になってき

た。すなわち，従来の労働集約的稲作から労働と資本の

生産効率を高める稲作経営に変革を余儀なくされてきて

いる。今日要請されている集団生産方式もこの課題に対

応する経営の方向であろう。そういう意味で青森県上北

町栄沼部落における水田の全面共同経営についてその概

要を紹介し，併せてこの経営の成果と課題について検討

したい。

2　共同経営体の内容

1．部落の概況と共同経営発足の経過

巣沼部落は14戸よりなる小川原湖干拓に伴う開拓部落

で，昭和30年10月近隣町村の次三男の入植にはじまり，
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部落の位置と水田の概略図

5年日の昭和34年に目標の水田が完成した。一戸当り2

・5加の水田を夫婦2人の労力で経営しているが，農業労

働の半分は雇用に依存してきた。しかし入植後年月を経

るごとに，①雇用労賃水準が上昇し，同時に雇用労働の

確保が困難になり，②同一条件で営農を開始したにもか

かわらず，病人の発生や経営能力の差異などで農業収益

に大きな格差が生じ，③農業枚械装備の拡充とともに鮮

入費用が個々の農家に重圧となって，経営を阻害する要

因が累積されてきた。したがってこれらの問題を解決す

るため・昭和37年4月拓魂農場として水田経営の全面共

l司化に踏み切ったのである。

2・耕地と生産手段

共同経営対象の朗地面軌は各人均等提出による水田38

第2表　農　具　　と　　施　設

所有形態l分

設

農場有

有

種

UNIMOG　（36PS）

部　落　の　概　略．図

・8／玖　一区画408である。農従者は14戸中12戸は夫婦2

人，1戸は男1人女2人，他の1戸は女1人の計28人で

ある。なお共同経営体で利用している農業の機械と施設

は第2表の通りである。

第1表　農家数と経営面硫

畑 計

注・共同経営に入った37年に沼池の水田化で面槙が約

3加増加。

ワンウェイ／、ロー・7ソグロドーザ一・ハーフトラック（2）
サブソイラー　・　グレードテレサ一・ウインチ

モーターt2いェソジン・耕うん執3い動脱t2）・籾摺枚・精米機・ミスト機・
通風乾燥機・コークス炉・直播器（タコ足）

3．運営の状況

仙　運営方針と作業分担

農場運営の基本方針は次のようである。

①昭和37年からさき10年間を最大目標として共同経

営を行なう。②収益の分配は共同経営体（農場）の総生

産高（農業総収入）の50％を場内（農家）賃金とし，そ
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のうち各戸へ月1万円を基本給として支給し・残りは出

設時数に応じて男女平等に分配する。③経営費は償還金

を含めて農業収入の3596以内におさえる。また疾病傷害

などの福利厚生費及び教育費，蓄横はこれを公益費とし

て農業収入の15％をあてる。④飯米は家族数に応じて支

給し，1人3俵を原則とする◇⑤問題が起きたら共同経

営参加14戸で協議し，納得のいくまで話し合う。などで

ある。

また農作業は次のような組織のもとに行われている。

一軒巨一一

一座重い＝雲胃管去鮎組合長）

一重垂1－1＝琶　蓬　琵嵩

一重垂ト二㍍㍑タ京風…‡

一恒麺ト（水稲の各傾）的
備考）経営主の年令：20代130代5　40代8

t2I　経営の実態

大型機械の導入で機械投下資本徹は500万円を越し，

一戸当りでは個人経営の時より若干多い。しかし大型機

枕の導入は直播，除草剤の採用と相まって労働の減少，

とくに雇用の減少をもたらした。中でも除草による雇用

の減少が最も著しく，次いで収穫（刈取・乾燥・運搬）

脱穀である。また田植も直感と作業期間の延長で雇用は

若干減少した。

第3表　水稲10α当り所要労力（単位：時間）

注．青森県は青森統計調査事務所調，以下同じ。

この農場はもともと生産力は低く，共同経営に入って

からの収量は37年を除いて個人経営時代の水準を下廻っ

た。直痛は37，38年には移植と同時かそれ以上の収量成

績を上げたが，天候不順な39年は低収量に終っている。

また生産費の内容をみると直錦の採用と除草剤の利

用，労賃の高騰，さらにはトラクターの研修や事務用品

など管理運営費の発生で種苗・防除・労働・管理の各費

第4表　水稲10（‡当り収量（栄沼部落）（単位：軸）

is・35日6日7 38　】　39

第5表　水稲10α当り生産費（単位：円）

用が増加した。他方諸材料費の他，耐用年数の長い大型

機械の導入で償却費は減少した。これは大塊揆経営の一

つの有利性である。

このような営農の中で得られた昭和38年の所得（貸金

）は一戸当り38．1万円であった。しかし現物（自給米）

支給と合わせた所得領は47．6万円である。実際の賃金の

算出は次のとおりである。

①農場支払貸金合計＝10，6軋124円（供米代金）

×50％＝5，325，062円

（但し実際の支払額は5，335，300円）

②月給（基本給）としての支払済領＝10，000円×

12カ月×13戸＝1，560，000円

（一農家は経営主休業につき月給の支払がなかっ

た）

③労賃（基本給以外の出役労賃）＝①－②

＝5，325，062円－1，560，000円＝3，765，062円

④労賃単価（一時間当り）＝③÷総出役労＝働時数

3，765，062円÷34，017．5時間＝110・7円≒111円

⑤一戸当り農業所得（基本給＋出役労賃）＝

381，090円

⑥一戸当り自給米見積り加算所得＝476，440円

その他農場収入には副産物など

372，000円，法外504，000円がある。

3　共同化の成果と課題

卜　共同経営の成果
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11）雇用労働の減少

雇用労働は個人経営時代に2，300人を要していたが，

共同経営においては大型機械を中心とした省力技術の採

用で1，200人に半減した。

（2）一日の労働時間の短縮

‾日の労働時間は従来平均10時間前後で，過労ぎみで

あったが，現在は農繁時（5月の耕うん時）のトラクタ

ー作業の9時間を除いては8時間制労働（8時間を越え

ない労働）が励行され，一一日の労働負担は軽減された。

（3）農家の所得格差の是正

所得の配分は基本給（月給）と出役労働時間に応じた

労賃制の2本立によっているため，経営能力に差のあっ

た個人経営時代と比べて農家間の収入格差は少なくなっ
た。

（4）空中直鰯の実用化

個人経営では実施が困難なヘリコプターの利用を全国

にさきがけて実用化した。37年における空中直播区（ヘ

リコプター，コンパイソ使用）108当り所要労力は21時

間で・これは個人経営時代の145時間の15％である。ま

た収量も移植と大差ない成果を納めた。

2・共同経営の課題

共同経営の実施による雇用労働の減少は結果的には所

得の増加を意味するにしても．収量の増加や部門の新設

などによる積極的な所得の拡大に結びついていないとい

うことが・この経営体における基本的な問題である。主

な課題は次のようである。

（1）収　　量

共同経営に入ってから反対に減少した。また品質も

38・39年についてみると直靖が移植より低位にある。し

たがって・米価の上昇にもかかわらず米の販売高は停滞

を余儀なくされている（37年1，062万円，38年1，065万

円，39年1，089万円）。

もともと土地生産性の低いこの経営体の第－の課題

は・収量と品質の向上を伴う省力稲作の確立にある。そ

の方法としては，①集団栽培の有利性の活用，②直癌の

安定化③土地改良（客土と堆肥，ライ麦の増施），④

潅排水路の改善・⑤もみ乾燥の能率化などがあげられ
る。

（2）所得増大部門

省力体系による余剰労力及び農閑期の遊休労働を，所

得の拡大にどのように結びつけるかが第二の課題であ
る。

共同経営発足当時は，一部田畑輪換による水田酪農で

所得の拡大をはかろうとしたが，毎日農業コソサルタン

トの現地診断の結果．酪農は収益性がないということで

見合せている。したがって，所得拡大のための部門の新

設に苦慮しているのが現状である。これは単作地帯に見

られる一般的傾向でもある。

（3）労働意欲

農従者の作業への意欲は一般に低く，労働の内容（賀

）が低下している。これは共同作業において，中でも時

間給労賃体制において起り得る問題である。

（4I　協　調　性

共同化を括導した地元町出身の県議Y氏が近年代議士

となってからは中央にいる機会が多く，十分な指導が出

来なくなった。これが農家の所得停滞という大きな問題

に直面して共同経営に混迷をきたし，40年に入って一部

農家（3戸）の分離を招いた。すなわち，共同体を統率

する人材を内部に欠くこの経営体では，Y氏の指導は共

同経営発展に不可決の条件であったが，彼の接触的指導

が期待出来ない今軋彼の時おりのアドバイスの中で共

同経営者がいかに協調してやっていくかがこの経営体の

発展につながる一つの課題である。
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